
 

共 同 管 工 事 助 成 の フ ロ ー 
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共 同 管 工 事 助 成 内 容  

 
１， ２戸以上の家屋が協力して排水設備を設置する場合（補修も含む），共同で利用する部分の

工事費（市長が別に定める助成基準工事費又は助成基準工事費に満たないときは当該工事に要する

費用）の４／５を助成します。 
２， 貸家等については，３戸以上で利用する排水設備を設置する場合（補修は除く）共同で利用

する部分の工事費（市長が別に定める助成基準工事費又は助成基準工事費に満たないときは当該工

事に要する費用）を，処理開始日から１年以内に工事が完了する場合には３／４を，それ以降は，

２／３を助成します。 
＊ 市税，下水道事業受益者負担金，下水道使用料を滞納していないこと。 

３， 法人の所有する建物は助成対象外ですが，戸数には含めることができます。 


